
般質問

議員樋口垂喜

塩素水増し請求事件、第三者委員会の答申について

諮問委員会などの委員に、議員が就任することについて

学校統合よりも、子ども交流人口を増やす施策を提案する
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◆
第
三
者
委
員
会
の
答
申
に
つ
い
て

回
第
三
者
委
員
会
の
答
申
を
見
る

と
委
員
長
の
細
田
浩
弁
護
士
は
、
村

の
訴
訟
代
理
人
の
た
め
、
日
本
弁
護

士
連
合
会
の
第
三
者
委
員
会
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
抵
触
し
失
格
で
あ
る
。
答

申
は
、
独
立
性
・
中
立
性
は
な
く
、

法
的
正
当
性
お
よ
び
法
解
釈
も
適

正
を
欠
く
。
趣
旨
に
は
本
年
採
用
を

含
む
現
職
職
員
全
員
に
対
し
、
地
位

に
応
じ
た
金
額
を
示
し
懲
罰
的
負

担
金
を
支
払
わ
せ
ろ
と
あ
る
。
日
本

の
司
法
は
、
懲
罰
的
賠
償
金
を
認
め

て
い
な
い
。
既
に
村
長
に
伝
え
て
あ

る
。
故
に
法
的
根
拠
も
正
当
性
も
な

い
負
担
金
を
課
す
へ
き
で
は
な
い
。

次
に
業
者
へ
の
1
億
2
、
5
0
0
万

円
の
賠
償
金
の
回
収
の
現
状
を
示
せ
。

一
番
肝
心
な
再
発
防
止
策
の
具
体

的
な
方
針
と
、
そ
の
内
容
も
示
せ
。

村
長
　
高
村
文
教

懲
罰
的
負
担
金
は
、
法
律
用
語
で

は
な
く
、
一
般
的
に
理
解
し
易
い
造
語

と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
本
事
案

は
、
長
き
に
わ
た
る
前
例
踏
襲
、
悪

し
き
習
慣
に
よ
る
と
指
摘
さ
れ
、
組

織
文
化
が
問
わ
れ
て
い
る
。
全
職
員

に
同
負
担
金
を
求
め
る
理
由
は
、
組

織
人
と
し
て
責
任
の
と
り
方
を
明
示

さ
れ
た
と
理
解
し
て
い
る
。

今
後
の
対
応
は
、
全
員
が
内
容
を

精
査
し
、
反
省
と
考
え
方
、
熱
意
、

能
力
等
を
高
め
て
い
く
よ
い
機
会
と

し
て
、
全
員
で
現
在
協
議
し
て
い
る
。

損
害
金
回
収
の
現
状
は
、
相
手
方

｛

弁
護
士
か
ら
返
済
計
画
が
立
て
ら
れ

な
い
と
の
回
答
が
あ
り
、
そ
の
後
解

任
さ
れ
連
結
が
と
れ
ず
、
回
収
は
困

難
な
状
況
で
あ
る
。
今
後
熱
意
を
も
っ

て
回
収
に
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。

回
損
害
金
は
1
円
も
回
収
で
き
て

い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

と
ん
で
も
な
い
怠
慢
だ
。
さ
ら
な

る
努
力
を
強
く
求
め
る
。

再
発
防
止
策
に
つ
い
て
は
何
も
回

答
が
な
い
。
本
件
で
一
番
大
事
な
点
だ
。

懲
罰
的
負
担
金
は
、
造
語
で
あ
り

法
律
的
用
語
で
は
な
い
と
認
め
た
。
一

方
道
義
的
責
任
に
よ
る
負
担
金
だ
と

勝
手
に
言
い
か
え
、
詭
弁
的
回
答
だ
。

負
担
金
の
算
出
根
拠
に
は
、
「
賠

償
金
額
」
　
と
あ
る
。
全
員
か
ら
違

法
性
の
負
担
金
徴
収
は
、
悪
し
き

全
体
主
義
で
あ
り
パ
ワ
ハ
ラ
で
も
あ

る
。
即
刻
や
め
る
と
判
断
す
へ
き
だ
。

道
義
的
責
任
で
あ
れ
ば
、
最
も
責

任
の
あ
る
前
村
長
を
含
む
退
職
者

の
中
で
、
契
約
、
履
行
確
認
、
支
出

等
に
携
わ
っ
た
人
々
に
よ
る
、
責
任

と
負
担
金
の
あ
り
方
を
話
し
合
う

協
議
の
場
を
設
け
る
べ
き
だ
。

再
発
防
止
に
は
、
職
員
の
倫
理
や

能
力
を
高
め
る
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
を
作
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

◆
諮
問
委
員
会
等
の
委
員
に
議
員

が
就
任
す
る
こ
と
に
つ
い
て

回
小
学
校
の
統
合
問
題
の
諮
問
委

員
会
の
答
申
書
を
調
へ
る
と
、
委
員

に
議
会
の
正
副
議
長
を
含
む
過
半
数

を
超
え
る
7
人
の
議
員
が
、
統
合
の

可
否
や
候
補
用
地
を
選
定
す
る
会

議
に
、
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は

議
会
で
の
審
議
や
議
決
は
形
骸
化
し
、

執
行
機
関
と
議
会
の
談
合
や
な
れ
あ

い
と
な
り
、
村
民
の
信
頼
を
失
う
。

総
務
省
は
、
委
員
就
任
を
違
法
で

は
な
い
が
適
切
で
は
な
い
と
回
答
し

て
い
る
。
ま
た
二
元
代
表
制
の
役
割

か
ら
委
員
就
任
を
制
限
し
た
議
会

が
全
国
的
に
増
え
て
い
る
。
委
員
の

選
定
方
法
を
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

村
長
　
高
村
文
教

塩
素
問
題
は
、
言
葉
の
問
題
に
集

中
し
て
い
る
。
回
答
は
先
ほ
ど
の
答

弁
と
同
様
で
す
。
現
在
課
長
を
中
心

に
協
議
方
式
で
進
め
て
い
て
、
再
発

防
止
策
も
含
ま
れ
て
い
る
。
決
断
は

最
後
に
私
が
出
し
ま
す
。

村
長
　
高
村
文
教

本
村
の
よ
う
な
小
さ
な
村
で
は
、

知
識
、
経
験
を
有
す
る
人
を
選
考
し

て
い
る
と
、
結
果
的
に
議
会
の
議
員

と
し
て
在
職
さ
れ
る
方
が
適
切
で
あ

る
と
判
断
さ
れ
、
任
命
さ
れ
た
も
の
。

議
員
は
各
方
面
を
研
修
さ
れ
、
行

政
全
般
各
般
に
も
熟
知
さ
れ
て
お
り
、

議
員
と
し
て
で
は
な
く
、
学
識
経
験

の
あ
る
個
人
に
委
嘱
し
、
ご
協
力
を

願
う
意
味
で
委
嘱
し
た
次
第
で
あ
る
。

今
後
は
、
質
問
趣
旨
を
踏
ま
え
努
力

し
て
ま
い
り
た
い
。

◆
学
校
統
合
よ
り
も
、
子
ど
も
の

交
流
人
口
を
増
や
す
施
策
を
提
案

回
統
合
は
生
徒
数
の
減
少
が
原
因

ネ

だ
が
、
視
点
を
か
え
て
小
・
中
学
生

の
交
流
人
口
を
増
や
す
施
策
が
必

要
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
村
外
か

ら
小
・
中
学
生
の
留
学
を
受
け
入
れ

る
施
策
の
提
案
で
、
都
会
か
ら
自
然

環
境
に
恵
ま
れ
た
山
中
湖
村
に
留
学

生
を
受
け
入
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
山
村

留
学
、
ま
た
は
親
子
里
山
留
学
で

あ
る
。
山
村
留
学
か
ら
の
イ
メ
ー

ジ
は
山
奥
だ
が
、
当
村
は
里
山
あ

る
い
は
リ
ゾ
ー
ト
留
学
と
な
る
。

「
世
界
文
化
遺
産
富
士
山
麓
の
自

然
豊
か
な
中
で
、
子
と
も
を
育
て
て

み
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
よ
う
な
呼
び

か
け
は
、
当
村
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ

に
も
な
る
は
ず
だ
。
先
例
は
全
国
に

幾
つ
も
あ
り
、
早
川
町
の
場
合
、
「
早

川
わ
ら
へ
の
里
遊
学
制
度
」
　
と
い
う

も
の
で
、
現
在
2
1
名
ほ
ど
留
学
し
て

い
る
。
村
長
の
見
解
を
求
め
る
。

村
長
　
高
村
文
教

小
・
中
学
生
を
都
市
部
か
ら
受
入

れ
交
流
人
口
を
増
や
す
施
策
は
、
有

効
だ
と
考
え
る
。
施
策
の
一
環
と
し

て
、
山
中
湖
村
に
移
り
住
む
メ
リ
ッ

ト
の
あ
る
事
業
と
し
て
、
英
語
特
区

の
編
成
、
英
語
検
定
補
助
事
業
、
く

じ
ら
っ
こ
塾
の
開
設
、
給
食
費
補
助

事
業
、
遠
隔
地
児
童
通
学
費
補
助
事

業
、
学
習
環
境
の
整
備
と
充
実
な
ど
、

庁
内
各
課
で
連
携
を
と
り
、
総
合
的

な
観
点
か
ら
魅
力
あ
る
政
策
に
な
る

よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。
ご

理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
す
る
。


